
青森県特別支援学校スポーツ連盟 規約 

 

第１章 名称及び事務局 

第 １ 条  本連盟は、青森県特別支援学校スポーツ連盟と称する。 

     （略称を「青森県特スポ連」とする。） 

第 ２ 条 本連盟の事務局を会長指定の場所に置く。 

 

第２章 目 的 

第 ３ 条 本連盟の目的は、次の内容とする。 

（１）特別支援学校における運動・スポーツの振興を図り、児童生徒の心身の健全な    

発達に寄与するとともに、積極的な社会参加と自己実現を促進する。 

（２）県内の障がい者スポーツを支援する組織並びに障がい福祉行政と各特別支援学校

の連携・協働体制を構築し、障がい者スポーツ促進の一役を担う。 

（３）国際大会及び全国規模で開催される各種大会に向け、特別支援学校間連携を深め、

児童生徒の参加意識の高揚を図る。 

 

第３章 事 業            

第 ４ 条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１）運動・スポーツの機会確保（スポーツ大会の開催） 

（２）障がい者スポーツで活躍するアスリートの養成 

（３）障がい者スポーツに関する研修会の実施や指導員の養成 

（４）その他本連盟の目的達成に必要な事業 

   

第４章 組 織 

第 ５ 条 本連盟は、青森県内の特別支援学校で組織する。 

第 ６ 条 本連盟は、次の専門部を置き、その規程は別に定める。 

     （１）ボッチャ部 （２）フライングディスク部 （３）サッカー部 

     （４）バスケットボール部 （５）陸上競技部 （６）バレーボール部 

（７）フットソフトボール部 （８）オンライン部 

    

第５章 役 員 等 

第 ７ 条 本連盟に次の役員を置く。 

      ２  会長１名、副会長５名、専門部長各１名、理事長１名、事務局長１名、監事２名 

第 ８ 条 本連盟に評議員を置く。 

   ２ 評議員は、加盟校の校長とする。 

第 ９ 条 会長及び副会長は、評議員会において選出する。 

    ２  会長は本連盟を代表し、会務を統括する。 

    ３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

第１０条 専門部長は、評議員会において推挙する。 

２ 専門部長は、各専門部を代表し、部務を掌理する。 

第１１条 理事長は、理事の互選により選出する。 

  ２ 理事長は、理事会を統括し、会務を執行する。 

第１２条 理事は、次に基づき選出する。 

    （１）各加盟校より教諭等１名 ただし、専門部主管校となる学校は教諭等２名 

    （２）事務局より教頭１名、教諭等若干名 



第１３条 事務局長、事務局次長、庶務は会長が委嘱する。 

   ２ 事務局長は、会務の処理に当る。 

第１４条 監事は、評議員会において推薦し、会長が委嘱する。 

   ２ 監事は、本連盟の会計を監査する。 

第１５条 役員の任期は２年とし再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期

間とする。 

 

第６章 顧問及び参与 

第１６条 本連盟に評議員の推薦に基づき、顧問及び参与を置くことができる。 

   ２ 顧問及び参与は，重要事案に関し、会長の諮問に応じる。 

 

第７章 会 議 

第１７条 評議員会は本連盟の議決機関であり、会長が招集し、その議長となる。 

  ２ 定例評議員会は４月に開き、予算、事業及び規約等を審議する。 

   ３ 会長は、必要に応じて臨時評議員会を招集することができる。 

第１８条 理事会は、理事長、理事及び専門部副部長（会議出席については一任）をもって組織

し、重要事項を審議し評議員会に提出する。また、評議員会の議決に基づき会務を処

理する。 

    ２ 理事会は、必要に応じて理事長が招集し、随時開催する。 

第１９条 評議員会は評議員、理事会は理事の半数以上の出席がなければ、会議を開くことが    

できない。ただし、欠席者については、他の出席者に委任することにより出席とする

ことができる。 

     ２ 議決は、出席者の半数以上の賛成により成立する。 

   ３ 会長は、評議員会の議長となり、理事長は理事会の議長となる。 

 

第８章 会 計 

第２０条 本連盟の会計は、加盟校の負担金及び補助金、その他の収入をもってこれに充てる。 

第２１条 本連盟の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

第２２条 予算は理事会において編成し、評議員会の承認を得るものとする。 

     ２ 決算は、本連盟監事の監査を経て、評議員会の承認を得るものとする。 

 

第９章 規約の変更及び規程・細則 

第２３条 本規約の変更は、評議員会の議決によらなければならない。 

    ２ 本規約の施行に関し、必要な事項の規程・細則は別に定める。 

 

第１０章 加盟及び脱退等 

（加盟） 

第２４条 新たに本連盟の加盟校になろうとする学校は、その代表者（校長）より次の書類を会

長に提出し、評議員会の同意を得なければならない。 

（１）加盟申請書 

 ２ 加盟の承認を得た学校は、第２０条及び青森県特別支援学校スポーツ連盟加盟校負担

金に関する細則により定められた加盟校負担金を納付しなければならない。 

 

 

 



（脱退） 

第２５条 加盟校が脱退しようとする場合には、その代表者（校長）より次の書類を会長に提出

し、評議員会の同意を得なければならない。 

    （１）脱退申請書 

（加盟等の手続き） 

第２６条 第２４条の加盟及び第２５条の脱退が承認された場合には、会長は直ちに全加盟校に

通知しなければならない。 

 

附則 本規約は令和２年１月１０日から施行する。 

   令和２年４月２８日 一部改正 

   令和３年４月１５日 一部改正 

   令和４年５月１９日 一部改正 

   令和６年９月１０日 一部改正 

   令和７年９月１０日 一部改正 


